
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
粉砕した６条大麦の麦芽を原料として用い、該麦芽と温水を混合してマイシェを形成する
工程と該マイシェを糖化させる糖化工程と、糖化されたマイシェを濾過して麦汁を得る濾
過工程と該麦汁にホップを加えて煮沸して得た熱麦汁を冷却して濾過した後、サッカロミ
セス属酵母１４４９株を接種して発酵を行う発酵工程を含むことを特徴とするポリフェノ
ールを増強したビールの製造方法。
【請求項２】
請求項１記載の方法で得られたポリフェノールを増強したビール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポリフェノールを増強したビールの製造方法に関し、詳しくは６条大麦の麦芽
を原料として用いることにより、ポリフェノールを多く含んだビールを製造する方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
６条大麦は、古くから日本に存在し、穂軸の回りに６列に稔実している品種で、蛋白質は
２条種より富み、エキスが少なく穀皮が多いという特色がある。さらに、６条大麦はアン
トシアノーゲンなどのポリフェノール含量が多い。
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しかし、ビールの製造に用いた場合、６条大麦は仕込において濾過渋滞を起こし、さらに
ビール酵母を凝集させる成分を含んでいるため、発酵を渋滞させることが知られている（
「ビール醸造技術」、宮地秀夫編、食品産業新聞発行）。
【０００３】
麦芽を原料とするビールには、高栄養性や健胃作用、利尿作用など多くの機能性が言われ
ている。近年の健康意識の高まりもあって、さらに機能性を強化したビールの製造が期待
されている。
一般にポリフェノールはビールの混濁の原因となるため、その含量は少ない方が良いとさ
れてきた。しかし、地ビールの場合は、酵母の濁りがある製品が製造されており、ポリフ
ェノール由来の混濁は問題とならない。
ビール中のポリフェノールは、赤ワイン中のポリフェノールと同様に、動脈硬化抑制効果
があると報告されている（国際アルコール学会、ベネチア、１９９９年）。従って、ポリ
フェノール含量の高いビールは機能性の高いビールとして一般に受け入れられるものと期
待される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、２条大麦よりもポリフェノールを多く含む６条大麦は、上記のような理由から、
ビール醸造には適さないため、機能性の増強が期待されるにも関わらず、６条大麦を原料
としたビールは製造されていない。
本発明の目的は、６条大麦の麦芽を原料として、従来のビールよりもポリフェノール含量
の多いビールの製造法を確立することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明者は、上記の課題を解決して６条大麦を用いてポリフェノールを増強した
ビールを製造するための条件について検討した。
まず、酵母として通常のビール酵母以外のものを用いて、発酵渋滞を回避できるビールの
製造方法を開発すべく鋭意検討した。
その結果、天然酵母を用いることによって、原料の６条大麦からポリフェノール含量の高
いビールを製造できることを見出した。この知見に基づいて本発明を完成するに至った。
【０００６】
請求項１記載の本発明は、粉砕した６条大麦の麦芽を原料として用い、該麦芽と温水を混
合してマイシェを形成する工程と該マイシェを糖化させる糖化工程と、糖化されたマイシ
ェを濾過して麦汁を得る濾過工程と該麦汁にホップを加えて煮沸して得た熱麦汁を冷却し
て濾過した後、サッカロミセス属酵母１４４９株を接種して発酵を行う発酵工程を含むこ
とを特徴とするポリフェノールを増強したビールの製造方法である。
請求項２記載の本発明は、請求項１記載の方法で得られたポリフェノールを増強したビー
ルである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明で使用するサッカロミセス属酵母１４４９株は、本発明者が自然界から分離した酵
母を醸造特性の優れた酵母と交配させて得たものである。この酵母は、サッカロミセス・
セレビシェに属し、下記の特性を有している。比較のため、通常のビール醸造に使用され
ている下面酵母、サッカロミセス・セレビシェ（通常のビール酵母）の特性も示す。
サッカロミセス属酵母１４４９株は、株式会社　秋田今野商店（秋田県仙北郡西仙北町和
野２４８）に保存されており、試験、研究に使用する場合、請求により分譲可能である。
【０００８】
サッカロミセス属酵母１４４９株の特性
糖の発酵性：グルコース、シュークロース、マルトース、ガラクトース、ラフィノースを
発酵可能；マルトトリオースの発酵は弱い；マルトテトラオース、ラクトースは発酵不可
能
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他の特性：リジン資化性なし、出芽酵母
麦汁での発酵性あり、１５℃以下での発酵力弱い、発酵適温は２０℃
浮遊性が高く、主発酵終了後の酵母の沈降性が悪い。温度を下げてもなかなか沈まない。
通常のビール酵母の特性
糖の発酵性：グルコース、シュークロース、マルトース、ガラクトース、ラフィノース、
マルトトリオースを発酵可能；ラクトースは発酵不可能
他の特性：
麦汁での発酵性あり、１５℃以下での発酵力強い、発酵適温は１０℃
浮遊性あるが、主発酵終了後は速やかに沈む。
胞子の形成能が極端に弱い。
【０００９】
本発明に用いる６条大麦としては、ポリフェノール含量が高いものであれば良く、特に限
定されないが、品種（シュンライ）が好適である。
本発明に係るビールの製造方法について説明すると、まず原料として使用する６条大麦の
麦芽を仕込む。麦芽の仕込方法は、仕込槽に所定量の粉砕した６条大麦の麦芽を投入し、
温水と混合してマイシェを形成する操作を行う。
この操作は、開始時の液温を通常の温度（約５０℃）より低い３７℃で行う。２０～３０
分間ほど保持した後、徐々に昇温して、所定温度、通常は４５～６５℃まで液温を高め、
所定時間、通常は３０～６０分間程度保持する。その後、さらに７０～７８℃まで液温を
高め、所定時間、通常は３０～９０分間程度保持して酵素作用による糖化を行う。糖化工
程終了後、麦汁濾過槽で濾過を行って透明な麦汁を得る。
【００１０】
次いで、この麦汁を煮沸釜に移し、ホップを加えて煮沸する。煮沸時間は６０～１２０分
間が適当である。煮沸した麦汁をワールプールと呼ばれる沈殿槽に入れて、生じた蛋白質
などのかすを除去する。しかる後、プレートクーラーにより適切な発酵温度である１０～
２５℃まで冷却してから発酵タンクに移す。
このようにして発酵タンクに冷麦汁を入れたのち、酵母１４４９株を接種して発酵を開始
する。主発酵期間は３～７日程度である。次に、得られた発酵液を後発酵させ、目的のビ
ールを得ることができる。
【００１１】
以上の如く、本発明によれば、特定の酵母を選択して使用することにより、６条大麦の麦
芽を原料として用い、発酵渋滞を起こすことなく主発酵を終えることができる。かくして
、ポリフェノールが含量が高く、香味の良いビールを製造することができる。
【００１２】
【実施例】
次に、本発明を実施例により詳しく説明するが、本発明はこれらにより限定されるもので
はない。なお、実施例では、６条大麦として秋田県大潟村産６条大麦「シュンライ」を製
麦した麦芽を使用した。
【００１３】
実施例１
２Ｌのビーカーに粉砕した２条ビール用大麦または粉砕された６条大麦３０４ｇと１Ｌの
湯（仕込み用水）でマイシェを形成した。湯温は３７℃であった。
以下、図１に示すダイヤグラムに従い、仕込操作を行って麦汁を得た。得られた麦汁中の
ポリフェノール含量を測定した。結果を第１表に示す。なお、ポリフェノールの測定は、
以下の方法により実施した。
【００１４】
麦汁５０ｍＬを５０ｍＬ容量のファルコンチューブに入れ、４℃にて３０００回転で１０
分間の遠心分離を行い、得られた上清をサンプルとした。サンプル１０ｍＬを０．２％の
エチレンジアミン４酢酸を含む１％カルボキシメチルセルロース溶液８ｍＬと共に、２５
ｍＬの栓付メスフラスコに入れ、十分に混合した。さらに、３．５％のクエン酸鉄（ III)
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アンモニウム溶液０．５ｍＬを加えて十分に混合した。次いで、濃アンモニア水を蒸留水
で２倍に希釈した溶液０．５ｍＬを加え、完全に混合した。
蒸留水で２５ｍＬとした後、再び十分に混合し、１０分間の静置後、１０ｍｍのセルで６
００ｎｍの吸光度（ａ）を測定した。
一方、ブランクは、清澄化されたサンプル１０ｍＬを０．２％のエチレンジアミン４酢酸
を含む１％カルボキシメチルセルロース溶液８ｍＬと共に、２５ｍＬの栓付メスフラスコ
に入れ、さらに濃アンモニア水を蒸留水で２倍に希釈した溶液０．５ｍＬを加え、完全に
混合し、蒸留水で２５ｍＬとした後、再び十分に混合して調製し、１０分間の静置後、１
０ｍｍのセルで６００ｎｍの吸光度（ｂ）を測定した。
吸光度から、次式により総ポリフェノール量（Ｐ）（ｍｇ／Ｌ）を求めた。
【００１５】
【数１】
　
　
　
【００１６】
【表１】
第１表　麦汁中のポリフェノール含量
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１７】
表から明らかなように、６条大麦の麦芽で製造した麦汁中のポリフェノール含量は、２条
大麦の麦芽で製造した麦汁中の濃度よりも約２倍も高かった。
【００１８】
実施例２
実施例１と同様にして作成した６条大麦の麦汁１０００ｍＬに７８℃の湯を９８０ｍＬ添
加し濾紙濾過後、煮沸釜に移してホップを２ｇ添加し、９０分間煮沸を行った。
煮沸した麦汁を冷却してから濾過した。次いで、原麦汁エキス濃度を１１％に調整した。
２０℃に調整した６条大麦由来の冷麦汁を１Ｌのメスシリンダーに入れ、サッカロミセス
属酵母１４４９株または通常の下面ビール酵母を１．５×１０ 7  ｃｅｌｌｓ／ｍＬになる
ように接種して、２０℃で発酵を行った。発酵３日目の仮性エキスを第２表に示した。仮
性エキスの測定は以下の方法で行った。
【００１９】
５０ｍＬのビールを３００ｍＬ容の三角フラスコに入れ、シリコン栓をして激しく振盪を
行いガス抜きをした。次に、Ｎｏ．２濾紙で濾過した濾液をサンプルとし、ポータブル密
度比重計（ＤＡ１１０、京都電子工業株式会社製）を用いて温度２０℃でのサンプルの比
重（ＳＧ）を計測し、次式より仮性エキス（Ｅ）（ｗ／ｗ％）を算出した。
【００２０】
【数２】
　
　
　
【００２１】
【表２】
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第２表　発酵３日目の仮性エキス（％ＰＩ）
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２２】
第２表から明らかなように、サッカロミセス属酵母１４４９株を使用した場合は、３日目
で主発酵を終了することができたが、通常の下面ビール酵母の場合は、発酵が進まず、酵
母も沈降して発酵が渋滞してしまった。
【００２３】
実施例３
仕込槽において粉砕した６条大麦（シュンライ）の麦芽４００ｋｇと１７００Ｌの湯（仕
込み用水）でマイシェを形成した。なお、湯温は３７℃であった。
以下、図１に示すダイヤグラムに従い、仕込操作を行って麦汁を得た。
次いで、この麦汁を煮沸釜に移し、ホップ２２００ｇを加えて煮沸した。煮沸した麦汁を
ワールプールと呼ばれる沈殿槽に入れて、生じた蛋白質などのかすを除去した後、プレー
トクーラーにより発酵温度の２０℃まで冷却してから発酵タンクに移した。
原麦汁エキス１１．５％の麦汁２２００Ｌを発酵タンクに入れ、これにサッカロミセス属
酵母１４４９株を１．５×１０ 7ｃｅｌｌｓ／ｍＬになるように接種し、２０℃で主発酵
を行った。
【００２４】
このときの主発酵の経時変化を図２に示した。図から明らかなように、発酵渋滞を起こす
ことなく、発酵が順調に行われ、３日で主発酵を終了することができた。
得られた発酵液を一般的なビール製造と同様の後発酵操作を行い、ビールを製造した。
【００２５】
後発酵終了後のビール中のポリフェノール濃度を実施例１と同様にして測定した。すなわ
ち、５０ｍＬのビールを３００ｍＬ容の三角フラスコに入れ、シリコン栓をして激しく振
盪してガス抜きを行い、泡が消えるまで静置した後、サンプルとし、以後は実施例１に示
した方法と同様に実施した。得られた結果を第３表に示した。比較のため、市販のビール
（大手メーカー製品で、２条大麦の麦芽と副原料として米、コーン　スターチを使用した
一般的ビール）についてもポリフェノール濃度の測定値を示した。
表から明らかなように、サッカロミセス属酵母１４４９株を用いて製造した本発明のビー
ル中のポリフェノール濃度は市販のビールに比較して２倍以上も多いことが分かる。
【００２６】
【表３】
第３表　ビール中のポリフェノール含量
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２７】
次に、本発明のビールの香味について、市販のビールと比較した。すなわち、８名のパネ
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ラーにより２点識別法により官能評価を行った。
その結果、本発明のビールは、ややポリフェノール由来の渋みを感じるが、市販のビール
に匹敵する香味を有しているとの評価を得た。
【００２８】
【発明の効果】
本発明によれば、ビールを製造するにあたり、６条大麦の麦芽を原料として特定の酵母を
用いて発酵を行わせることにより、発酵渋滞を起こすことなく、ポリフェノール含量の高
いビールを製造することができる。
本発明により得られたビールは、当該ビール中のポリフェノールによる各種の機能性が奏
されることが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の方法における仕込工程の仕込ダイヤグラムの１態様を示すものである
。
【図２】　実施例２における発酵でのエキスの経時変化を示すものである。
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